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 １１月９日（火）に『不審者対応訓練』を実施します。学校内に不審者が侵入してきたこ

とを想定した訓練です。緊急事態が起きたときに大切なことは、「自分の身を守る」行動を

とることです。今回の訓練では、教室内で活動しているときに、不審者が校内に侵入します。

緊急の放送が入れば、指示をよく聞いて行動するようにしてください。基本的に教室内に留

まって、不審者が立ち去るのを待ちますが、必要に応じて、不審者が教室内に侵入しにくく

なるように机やいすなどを使ってバリケードをつくることやすぐに教室の外へ避難できる

ような体制をとっておきます。いずれも「自分の身を守る」ことを考えて、行動していきま

しょう。 

 今回の訓練では、「不審だな・・」と初めに気づくのは、先生です。しかし、学校生活の中

で先生より先にきみたちが「不審な人」に気づくことがあるかもしれません。学校内で人と

出会ったときに大事なことは、「あいさつをする」ことです。もし、「あいさつをしたのに、

相手の様子がおかしい」など不審に感じる場合があれば、すぐに近くの先生に知らせてくだ

さい。「おかしいな・・」と感じる人に出会ってもきみたちがその人に近づいて対応する必要

はありません。 

 何かおかしなことがあればすぐに先生に知らせることは、不審者対応のときだけではなく、

普段の学校生活の中でも同じです。そうすることが、学校を『安心・安全』な場へすること

につながります。『安心・安全』な場所は、みんなでつくっていきましょう。 

 

〈身だしなみチェックを✔〉 

 気温が下がり、寒さを感じやすくなってきました。本校の学校制服は、夏服・冬服・合服の

移行期間を決めておらず、各自の体調に合わせて、いずれの服装でも正しく着こなしができる

ようにしています。寒さを感じやすい場合は、学生服の下に着る服で調整をしてください。た

だし、学生服を脱いでふさわしくない着こなしの状態で生活しないように注意しましょう。ま

た、主に１年生向けに学校指定のウインドブレーカーの販売申込を11月4日（木）・5日（金）

に行います。登下校時や活動で許可がある場合は、着用することができ、個人で必要かどうか

を判断し、購入してもらうようになっています。２・３年生でも申込希望者がいれば、連絡し

てください。 

 

『自転車マナーアップ強化月間（１１月）』🚴 

 １１月は、『自転車マナーアップ強化月間』です。この強化月間は、大阪府交通対策協議会に

おいて決定された取組です。府民に自転車利用に関する交通ルールの遵守と正しい交通マナーの

実践を習慣付けることによって、自転車の安全適正利用を促進し、自転車利用者による交通事故

防止の徹底を図ることが目的とされています。中学生の交通事故で多いのが、『自転車運転中』

によるものです。その原因には、信号無視や一時不停止など«交通ルールを守らない»ことが挙

げられます。自分が『自転車』利用する際には、事故につながる恐れがないかを考え、安全に『自

転車』を利用していきましょう。下の月間重点目標を参考にしてみてください。 

 

 

 


